狭山市スポーツ推進審議会委員公募案内
１　審議会の内容と組織

　　狭山市スポーツ推進審議会は、スポーツの推進に関し重要な事項について、調査審議を行うため設置しています。

　　この審議会は、１０人以内の委員で組織され、このうち１人を公募による委員として募集するものです。
２　委員の任期

　　委員の任期は、令和８年４月１日より令和１０年３月３１日までの２年間です。

３　委員の身分

　　審議会の委員は、地方公務員法に定める非常勤の特別職となり、審議会に出席した際には報酬が支払われます。
４　応募資格

　　・狭山市に引き続き１年以上住所を有する方
・令和８年４月１日現在において、１８歳以上の方
・応募日現在において、狭山市の審議会等の委員になっていない方

　　
５　提出書類
　（１）応募用紙（市役所５階スポーツ振興課、各地区センター・公民館に用意してあります。また、狭山市公式ホームページからもダウンロードできます）

　（２）小論文
題名を「生涯スポーツを推進するための方策について」とし、１，０００字程度で様式は自由とします。なお、提出された小論文等につきましては、当該審議会の委員選考にのみ使用し公表等はいたしません。

６　応募方法

　　応募用紙に必要事項を記入し、小論文とともに、持参、郵送又は電子申請によりスポーツ振興課まで提出してください。

７　送付先

　　〒350-1380  狭山市入間川１丁目２３番５号

　　狭山市役所　生涯学習部　スポーツ振興課

　　電話　04-2946-8738（直通）
８　狭山市公式ホームページ

　　https://www.city.sayama.saitama.jp/
９　応募の締切

　　令和７年１２月５日（火）１７時必着でお願いします。

10　選考方法

　　選考は応募用紙の内容及び小論文を基に、狭山市審議会等委員推薦委員会において総合的に判断し、結果については応募者全員に連絡いたします。
